
広
島
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
介
護
予
防
通

所
介
護
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
九
年
八
月
二
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

を

行

う

事

業

所

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
西
裕

会

広
島
市
西
区
南
観
音

七
丁
目
三
番
一
八
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施

設
ヘ
ル
シ
ー
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
観
音

広
島
市
西
区
南
観
音

七
丁
目
三
番
一
八
号

平
成
一
九
年
七

月
一
日

有
限
会
社
Ｓ
Ｎ
Ｓ

広
島
市
東
区
戸
坂
出

江
一
丁
目
三
番
六
号

介
護
予
防
セ
ン

タ
ー
え
が
お

広
島
市
東
区
戸
坂
大

上
一
丁
目
三
―
五

平
成
一
九
年
七

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

福
富
会

東
広
島
市
福
富
町
久

芳
三
四
一
六
番
地

通
所
介
護
神
郷
の

家

東
広
島
市
福
富
町
久

芳
三
四
一
六
番
地

平
成
一
九
年
七

月
一
日


